令和８年度
北区役所中川出張所浄化槽維持管理業務
仕様書

京都市北区役所地域力推進室

１　総　則

請負業者は、京都市北区役所中川出張所の浄化槽の放流水が、浄化槽法施行規則第２条及び建築基準法施行令第３２条の定める基準に適合するよう管理する。

２　委託施設
　　京都市北区役所中川出張所（京都市北区中川北山町４６番地の２）
３　委託期間
　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
４　浄化槽の種類

　　分離式（日伸）４０人槽
５　委託業務

　　浄化槽が正常に働くよう点検、整備、清掃を行う。

⑴　２箇月に１回設備（浄化槽、モーター、点滴装置等）の点検、整備、清掃を行う。
⑵　２箇月に１回、放流水が浄化槽法施行規則第２条及び建築基準法施行令第３２条の定める基準に適合しているか検査を行い、結果を北区役所に報告する。
⑶　スカムは契約期間中に１回汲み取る。
６　費用負担

　　定期点検に必要とする材料は、原則として受託者の負担とする。

　　次に掲げる場合は委託者の負担とする。

⑴　委託者の都合による工事または模様替え等のため、設備の移設もしくは改修を必要とする場合

⑵　設備の破損もしくは老朽化による機器の取替えの必要が生じ、委託者が認めた場合
⑶　天変地異及び委託者の責任により機器に損害を生じた場合
７　支　払

　　委託料は、当該期間の業務終了後、契約金額の全額を、受託者の請求に基づき支払う。

８　その他

労働関係法令を遵守すること。また従事する労働者の労働環境の確保並びに維持及び向上に努めるものとする。

